
「社会福祉法人  太陽福祉会  サンシェア和 ’s より」  

～作業療法  特製手作りマスク～  

 

湊地区の皆様に於かれましては、平素より、社会福祉法人太陽福

祉会の事業運営、また活動に別格のご配意を頂き心より御礼申し

上げます。  

さて、今月から湊地区便りに太陽福祉会の活動やお知らせを掲載

させて頂く事となりましたのでどうぞ宜しくお願い致します。  

7 月は、令和元年度 5 月 1 日より開設致しました京丹後市第一号

通所事業サンシェア和 ’s よりお知らせをさせて頂きます。  

サンシェア和 ’s では生涯現役をコンセプトに介護予防・認知症予

防に取り組んでいます。  

現在の主な取り組みと致しましては、指先を使った作業療法で「特

製の手作りマスク」を作成しています。マスク作成は、指先を使う

事で脳を刺激します。また、ご自身の好きな布、糸、ゴムを選ぶ事

で世界に一枚しかないマスクとなり作る楽しみや喜びに繋がりま

す。そして何より、マスク作成を通じてあらためて感染症予防対

策の理解を深める機会にもなりました。  

今回、一旦作成した「特製手作りマスク 60 枚」を特別養護老人ホ

ーム海山園の入所者様にプレゼントしました。プレゼントした皆

様から感謝の言葉を頂き、「やっぱり何歳になっても人の役に立つ

のはエエなぁ…」と実感され「今度はどこにプレゼントしようか

な？」と意欲的に話しておられました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

                               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

  

 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒629-3422 久美浜町湊宮 1612-34 ぎょそんセンター内 

              湊地区自治会（℡８３－１６１８） 
発行責任者 湊地区自治会 会長 藤野等士 

✿かぶと山小学校✿  

 2（木）～ 8 日（水）  

 久美浜学園家庭学習がんばり週間  

16（木）5.6 年非行防止教室  

27（月）1～4 年交通教室  

31（金）第 1 学期終業式※ 14： 00 下校  

✿かぶと山こども園✿  

 2（木）プール開き  

11（土） 5 歳児お泊り保育  

16（木）誕生会  

20（月）1 学期終業式※1 号児 11： 30 降園  

✿ととっこひろば✿  

 22（水） 9：30～ぎょそんセンター  

✿いきいきサロン✿ 

 23（木）ぎょそんセンター 13： 30～  

✿区長会・自治会✿ 

7（火）自治会幹事会 19：30～  

✿湊地区✿ 

 6/30（火）総合検診  ぎょそんセンター  

✿公民館✿ 

 ソフトバレー・梅干し作り教室中止  

 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため  

予定を変更することもあります  
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令和２年度  湊地区自治会総会  

及び湊地区公民館運営協議会を開催しました  

  

6 月 8 日湊地区自治会総会と公民館運営協議会を開催し、昨年度の

総括と今年度の事業計画等について確認しました。  

 地区区長会では、湊地域の諸課題について検討するため、今年度か

ら毎月の会議に地域の諸団体（公民館・観光協会・民生委員・漁協・

駐在所）にも参加していただき、団体間の情報交換をすると同時に、

地域振興について一緒に討議していくことを確認しました。  

 新型コロナウイルス問題は、全国的に緊急事態宣言が解除されまし

たが当地域にも大きな影響を及ぼし、一時海岸への侵入を制限する対

策も取られました。しかし、小天橋観光協会によると、今夏の海水浴

は通常の形態で連絡事務所（監視所）を設置するとのことです。  

 湊地区敬老会や運動会については、状況を見極めながら今後判断す

ることなどが報告されました。  

医療費等の申請用紙を  

ぎょそんセンターに設置 

 

 各種福祉医療（子育て支援・老人・

ひとり親・障害等医療）の申請用紙を

7 月からぎょそんセンターに用意し、

申請手続きの支援を行います。  

また、 7 月から第 1 水曜日を相談会

の日として、申請相談を行います。  

・日時： 7 月 1 日（水）  

午後 1： 30～3： 30 

・場所：ぎょそんセンター会議室  

※国民健康保険（高額療養費等）係る

申請は、相談のみになります。  

※申請手続きは、ご自身で市役所（市

民局）に提出してください。  


